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総合調整会議（２０１９．６．１９） 

○日 時 ： 令和元年６月１９日（水） 午前９時００分～ 

○場 所 ： 栗東市役所３階談話室 

○出席者 ： 市長、副市長、教育長、部長等 

 

＜会議内容＞ 

１．市長の指示事項 

 市長からの指示 

・個人質問が始まるので質問の趣旨を理解し答えられるようにしておくこと。想定問答について

は早めに私に提出すること。 

・ふるさと納税について、お金が集まるような魅力のあるまちづくりをしていかなければならな

いので、精力的に取り組むこと。 

・先日、移転した湖南地域障害者生活支援センターを訪問した。こうしたものが広がっていくよ

うに取り組みを進めていくこと。 

 

２．報告事項 

【案件名】ふるさとりっとう応援寄附の取り組み見直しについて 

→ 市民政策部長から説明 

・国が地方創生に向けた取り組みを推進していることからも、全国の各自治体において、ふるさと納

税の充実に向けた取り組みが進められており、本市では、平成２５年度から市への寄附促進と、地

元特名産品等のＰＲとの相乗効果を目指し、１万円以上の寄附をしていただいた方に、ふるさと記

念品を贈呈する取り組みを行っている。 

・今回、ふるさと寄附制度のより一層の充実を図るために、この制度を市のＰＲ手法として積極的に

活用し、本市の魅力を情報発信することで、ふるさとりっとうの良さを知っていただくために、令

和元年１０月１日より記念品のさらなる充実を行う。 

 

区分：了 解 

 

【案件名】湖南地域障害者生活支援センター「すくらむ」の移転について 

 →福祉部長から説明 

・湖南４市の広域事業で運営・実施している２４時間対応型利用制度支援事業（セーフティーネ

ット事業）の実施施設（守山市民病院別館）の耐用年数超過、劣化状況により、守山市川田町
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地先の高等理容美容学校を改修して実施施設とすべく事業を進めており、今般、改修工事が完

了し、湖南地域障害者生活支援センター「すくらむ」が移転、開所する運びとなった。 

・このことについて、令和元年第３回栗東市議会定例会（６月議会）における常任委員会で、そ

の他事項で報告を行うため、事前に各部に報告を行うもの。 

 

区分：了 解 

 

【案件名】民設学童保育所設置・運営事業者の募集について 

 →子ども・健康部長、子育て応援課長から説明 

・学童保育所の利用希望者は年々増加しており、今後、利用希望者が定員を超えることが予想さ

れる地域を対象に民設学童保育所の設置・運営事業者を募集（令和元年７月１６日～９月６日）

することに伴い、事前に募集の概要等についての報告を行うもの。 

・１０月に事業者を決定し、来年度４月から開設を予定している。 

 

区分：了 解 

 

【案件名】第 29回ＲＤ最終処分場問題連絡協議会について 

 →環境経済部長、環境政策課長から説明 

・旧ＲＤ最終処分場問題について、滋賀県により周辺６自治会および市との情報を共有して意見

を交換するため、第２９回 旧ＲＤ最終処分場問題連絡協議会を開催されたので、内容につい

て報告するもの。 

 

区分：了 解 

【案件名】栗東市農業委員選考スケジュールについて 

 →環境経済部長から説明 

・現職の農業委員会委員の任期が来年７月１９日に終期を迎えるため、新たな農業委員会委員の

任命の準備に取り組む必要がある。 

・このことから、令和元年６月１１日、第１回栗東市農業委員選考委員会を招集し、今後の栗東

市農業委員の選考スケジュール等を決定したため、報告するもの。 

 

区分：了 解 

 

【案件名】栗東市商工振興ビジョン後半期ロードマップの策定について 

 →環境経済部長、商工観光労政課長から説明 
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・商工振興ビジョンは平成２７年から令和６年度までの１０年間を見込んで策定された。その１

０年間のうち前半期の５年間を前半期ロードマップとして推進してきた。今年度、令和２年度

から令和６年度を計画期間とする後半期ロードマップビジョンとその事業実施計画の策定を

行うためスケジュール等について報告するもの。 

 

区分：了 解 

 

【案件名】栗東市観光振興ビジョンの策定について 

→環境経済部長、商工観光労政課長から説明 

・「地域資源を活用した観光振興のまちづくり」を推進するにあたり、必要な観光振興の方向性

と具体的施策を示す必要があることから、経済効果を最大化するための観光の総合的な戦略と

なる観光振興ビジョンを策定するもの。 

 

区分：了 解 

 

【案件名】奨励金交付対象企業の雇用状況について 

→環境経済部長から説明 

・工場等立地に対する条例に基づく奨励金交付対象企業の雇用状況について毎定例会ごとに常任委員

会で説明を行っているもの。これまで口頭報告であったが、令和元年度６月定例会時から書面にて

報告する。 

・奨励対象企業については努力義務としている「新規雇用者数の３割を市在住者」についてはクリア

していただいているが、請負会社については３割を切っているため引き続き努力していただく。 

 

区分：了 解 

 

４．閉会 

副市長からの挨拶 

・梅雨の時期になると体や頭が重たくなるが、体調管理を行い業務に取り組むこと。 

以上 


